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参照条文 

 

 

○薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号） 

（調剤の場所） 

第二十二条 薬剤師は、医療を受ける者の居宅等（居宅その他の厚生労働省令で定める

場所をいう。）において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等にお

いて調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所

で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼

育動物診療施設（獣医療法（平成四年法律第四十六号）第二条第二項に規定する診療

施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含

む。以下この条において同じ。）の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育

動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて

調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することが

できない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでな

い。 

（情報の提供） 

第二十五条の二 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその

看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供

しなければならない。 

 

○薬剤師法施行規則（昭和三十六年厚生省令第五号） 

（居宅等において行うことのできる調剤の業務） 

第十三条の二 法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、薬剤師が、

処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認すること及び処方せん中に疑わしい点

があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わ

しい点を確かめることとする。 
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○薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号） 

（情報提供等）  

第三十六条の六 （略） 

２ （略） 

３ 薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購

入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において一般用医薬

品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは

譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令

で定めるところにより、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者をし

て、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。  

４・５ （略） 

 

○救急救命士法（平成三年法律第三十六号） 

（特定行為等の制限）  

第四十四条 （略） 

２ 救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚

生労働省令で定めるもの（以下この項及び第五十三条第二号において「救急用自動車

等」という。）以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院又は診

療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命

処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。 

 

○救急救命士法施行規則（平成三年厚生省令第四十四号） 

（法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等）  

第二十二条 法第四十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の搬送の

ために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、法第二条第一項の医師の指

示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構

造設備を有するものとする。   
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○歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号） 

第二条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医

師（歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。）の直接の指導の下に、歯牙

及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。  

一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて

除去すること。  

二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。  

２・３ （略） 

 

○保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号） 

第二十八条の二 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研

修その他の研修（保健師等再教育研修及び准看護師再教育研修を除く。）を受け、その

資質の向上を図るように努めなければならない。 

 

○診療放射線技師法（昭和二十六年法律第二百二十六号） 

（定義）  

第二条 （略） 

２ この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科

医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射（撮影を含み、照射機器又は放射性同

位元素（その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。）を人体内に

そう入して行なうものを除く。以下同じ。）することを業とする者をいう。 

（画像診断装置を用いた検査の業務）  

第二十四条の二 診療放射線技師は、第二条第二項に規定する業務のほか、保健師助産

師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第三十一条第一項及び第三十二条の規定

にかかわらず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を

行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査（医師又は歯科医師の指示の

下に行うものに限る。）を行うことを業とすることができる。 
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○理学療法士及び作業療法士法（昭和四十年法律第百三十七号） 

（定義）  

第二条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本

的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マ

ツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。  

２～４ （略） 

（業務）  

第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第

二百三号）第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として

理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。  

２・３ （略） 

 

○臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号） 

（保健師助産師看護師法との関係）  

第二十条の二 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）

第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として採血（医師

又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。）及び第二条の厚生労働省令で

定める生理学的検査を行うことを業とすることができる。  

２ （略） 

 

 


